


【国保】 
 

E-19 CT 撮影（経管栄養カテーテル交換後の確認） 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

 

○ 取扱い 

 原則として、経管栄養カテーテル交換後の確認に CT 撮影は認められな

い。 

 

○ 取扱いの根拠 

 挿入カテーテルの確認は、透視診断等で十分可能であり、CT 撮影を行

うことは過剰と考える。 

 


